
高松市立東部運動公園における 1か月の申込制限時間数の変更について 

 

 

令和 8 年 4 月分の予約から、より多くの方にご利用いただけるよう、東部運動公園 

の 1 か月の申込制限時間数を、他施設の室場（庭球場を除く。）と同様の制限時間数 

に、下記のとおり変更いたします。 

 

1 か月の申込制限時間数 

室場 

変更前 変更後 

抽せん申込み 先着順申込み 抽せん申込み 先着順申込み 

第１サッカー場 

１５時間以内 制限なし １６時間以内 ３２時間 
フットサル場 

軟式野球場 

ソフトボール場 

・ 抽せん申込みにおける１件の最大時間数は、全室場４時間となります。 

・ 先着順申込みの申込制限時間数は、抽せん申込みで確定した時間数を含みます。 

・ 先着順申込みをインターネット・携帯電話から申し込む場合、１件の最大時間数 

は、全室場４時間となります。 


